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 ごみ減量の推進 ① 生ごみ 
 

 

ＮＰＯへ委託し、市内各地で生ごみ減量の講座を実施しまし

た。そのほか、相談・サポートにも対応し、生ごみ減量の取組み

が継続するように、助言を行いました。 

 

『 NPO 法人 循環型環境・農業の会 』の取組み 

 米ぬかぼかしを使った生ごみ堆肥化やダンボールコンポスト、 

生ごみ堆肥を使った野菜づくり・花づくりなど、 

楽しみながら取り組める方法を紹介しました。 

講座：５４回、844 人参加 

サポート： 321 回、246 人対象 

 

生ごみの減量と資源化のため、家庭用の生ごみ処理容器等の購入費補助を

行っています。 

◎ 補助内容 

・生ごみ処理容器（母材を含む）の購入金額の半額、上限 3,000 円まで。 

１世帯につき２基まで対象。 

・電動式については、購入額の半額、上限 20,000 円まで、１世帯につき５

年ごとに１機まで対象とする。 

※令和 5 年度までは、諸富町、三瀬地区の方は、脊振共同塵芥処理組合の

制度により、購入金額の半額、上限 5,000 円まで補助がありました。 

 

◎ 令和５年度実績 

１４８件に対し、１４０千円を補助しました。 

② 家庭用生ごみ処理容器等購入補助 

家庭からでるごみのうち、80％が燃えるごみです。そ

のうち、生ごみの割合は 38％、紙ごみの割合は 36％を

占めています。佐賀市では、特に割合の多い生ごみと紙ご

みについて、重点的に減量を推進しています。 

① 生ごみ等減量促進事業 

プラスチック類

18.3%

木・竹類

0.8%

布類 2.0%

その他

4.9%

不燃

0.1％

家庭の燃えるごみの内訳（重量比）

ごみ質組成調査(R1.9)より

生ごみ

37.8％

紙類

36.1％

環境の保全等に関して講じた施策の実施状況 ２資源を活かす循環のまち 



30 

 

 

  

 ごみ減量の推進 ① 生ごみ  

 

【SAGA タベスケとは】 

食品ロス削減を目的とし、佐賀市内の食料品店等が消費期限が近いなどを理由に 

短期間で売り切りたい食品をウェブサイトにお手頃価格で出品、その出品された商 

品を消費者が予約し、店舗で購入できるマッチングサービスです。佐賀市の燃える 

ごみの約４割が生ごみと言われています。その中に多く含まれる食品ロスを減らし 

ていくためのサービスです。 

 

【令和５年度末までの実績】 

登録店：２３店 

登録者：１，６１4 人 

 削減量：１０３kg 

 

【マッチングまでの流れ】 

③ 食品ロスの削減 

指定の時間に受け渡し、 

あなたの「お得」が 

地球環境を救います 

マッチング 
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使用済み天ぷら油を、スーパー

や公民館などにある回収ボック

スに出してください。 

【高品質バイオディーゼル（ＨｉＢＤ）燃料の精製】 

使用済み天ぷら油（廃食用油）からバイオディーゼル燃料を精製する装置を令和２年に更新しました。こ

れまでのバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）は、軽油の代替燃料として平成１５年式以前の車両にしか使えず、

使用できる車両が限られていました。しかし、新たな技術で精製される高品質バイオディーゼル燃料（Ｈｉ

ＢＤ）は軽油と同等品質の燃料に生まれ変わり、新型車両にも使えるようになりました。今後も、市営バス

などの燃料として使用していきます。 

 

     

 

廃食用油（原料） 

不用になった天ぷら油（植物性）を回収して、軽油と同等品質の高品質バイオディーゼル燃料

に再生しています。天ぷら油のリサイクルには、ごみの減量や資源の有効活用、地球温暖化抑制

などのメリットがあります。 

令和５年度は１１６，７９１リットルの油を回収し、３８，０５０リットルのバイオディーゼ

ル燃料に再生しました。この量は、約９８トンの二酸化炭素削減効果にあたります。 

④ 使用済み天ぷら油（廃食用油）のリサイクル 

 ごみ減量の推進 ① 生ごみ  

 

佐賀市清掃工場で、バイオ 

ディーゼル燃料に生まれ変 

わります。 

ＨｉＢＤ（精製燃料） 

バイオディーゼル燃料は、 

市営バス等の燃料として使用し

ます。 
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◎ 紙袋に入れて出すことができるもの 

 

資源物の回収運動を自主的に行っている団体（自治会、婦人

会、子どもクラブ、老人クラブなど、営利を目的としていない

団体）に対して、１キロあたり３円の奨励金を交付しています。 

 

◎ 令和５年度は１８１団体に対し、２０２万円の奨励金を交

付しました。紙・布類の回収重量は６７３トンでした。 

 

 ごみ減量の推進 ② 紙ごみ  

 

資源として活用できる名刺サイズ以上の紙やお菓子の箱など、小さな紙や不定形の紙は、

紙袋に入れてひもで縛ることで、紙・布類の回収日に出すことができます。 

① 紙袋を活用した雑がみの回収 

② 資源物回収奨励金 

ひもで十字に

しばる。 

 

◎ 資源にならないもの（燃えるごみとして出してください） 

・においのついた紙（線香や洗剤の箱等） 

・汚れた紙（紙くず、生ごみが付着した紙、

ティッシュ、紙おむつ等） 

・カーボン紙、ノーカーボン紙 

・粘着紙（複写伝票、圧着はがき等の粘着物

の付着した紙） 

・内側がアルミのついた紙パック   

・油のついた紙 

・名刺サイズ以上のメモ紙、レシート、包装紙 

・食品やお菓子の箱、ティッシュの箱 

・ラップ、トイレットペーパーの芯 

・手紙、はがき、封筒 

・５００ml 未満の紙パック 

（内側がアルミでないもの） 

・パルプモールド（梱包に使う紙製のクッション） 

※ダンボール・雑誌は、紙袋で出せません。 
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市の処理施設に事業系一般廃棄物を年間 36 トン以上搬入・処理している事業

者等を「多量排出事業者」とし、廃棄物減量等推進責任者の選任と、事業系一般

廃棄物の減量に関する計画書の提出を義務付けています。 

令和４年度の実績をもとに、60 の事業者が令和 5 年度の対象となりました。 

チ
ッ
プ
利
用
例 

佐賀市清掃工場（南部中継所を含む）に持ち込まれ

た剪定枝の一部をチップ化して、無料で配布していま

す。令和５年度は３.２４トンの剪定枝をリサイクル

し、１９７人に配布しました。チップはマルチング材

や堆肥の材料として利用することができます。 

 ごみ減量の推進 ③ その他のごみ  

 

③ 事業系ごみの減量化計画書提出の義務化 

衝撃を緩め、やわらかい感触

の舗装材に利用できます。 

土の表面に敷き詰めると、雑草が生

えにくく、土の乾燥も防ぎます。 

ひと手間掛けると良質の堆

肥ができます。 

堆肥の材料 

ごみの分別や減量、食品ロス問題などについて広く市民にＰＲす

るため、出前講座を実施しています。 

 

（令和５年度実績） 

「ごみの分別むずかしか～」     ７回開催 ２０１人参加 

「もったいなか～食品ロス削減でＳＤＧｓに貢献！」  

６回開催 １０９人参加 

「外国人のためのごみ出しガイド」  ２回開催  ４８人参加 

「ごみ分別発電ゲーム」       １回     ８５人参加 

マルチング材 クッション材 

② 出前講座等での啓発活動 

① 剪定枝のチップ化 

剪定枝 チップ化 

① 剪定枝のチップ化 
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リユース食器の貸し出し 

イベント時等、繰り返し使える食器を 

貸し出しています。（無料） 

 

 

スーツケース等のレンタル 

利用頻度が低く、家の中でかさばる

ものを必要な時だけ借りることが

できます。（有料） 
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エ コ プ ラ ザ  

 

 エコプラザは佐賀市の環境学習の拠点です。 

 ごみの現状を見てもらう見学コースや、環境問題を正し

く理解してもらう再生ゾーン、環境学習ゾーンがあります。

館内では、ごみの再生品の展示・販売や、３Ｒ講座の開催、

エコマーケットなどを開催しました。令和５年度総来場者

数は、36,909人でした。 

「燃えるごみ」ピット 
エコプラザ 

令和５年度に実施した講座やイベント等 

◇ ３Ｒの推進に関する講座：９４回 

◇ エコマーケット等のイベント：２０回 

◇ レンタル：２１７件 

展望ホール 

環境学習コーナー 
  

「もったいないライン」 

０９５２－３３－０５２６ 

不用になったものの活用方法の 

相談電話です。 

３Ｒ 「ごみを減らす」・「再使用」・「再資源化」に関するイベントや取組 

◇開館時間：１０時～１７時 

◇休館日：毎週水曜日、年末年始 

令和５年度の来場者数内訳 

◇ 施設見学者数：   7,950 人 

◇ 会議室利用：    7,824 人 

◇ 講座受講者数：    527 人 

◇ イベント来場者数：3,494 人 

◇ その他来館者数： 17,114 人 

  

 

エコマーケット 

（フリーマーケット） 

参加者数： 2,７０５人 
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令和５年度は 

約１，４００ｔの肥料を

販売しました。 

下水処理汚泥の肥料化  

 

 

 

原料となる脱水汚泥。まだかなりね

ばねばしています。 

 

 

大きなホイルローダーで脱水汚泥

と種菌を混ぜ合わせます。 

 

 

肥料が発酵中です。 

 

５０日程度かけて出来上がりです。

さらさらです。 

佐賀市下水浄化センターでは、平成２１年９月まで下水処理の過程で発生した脱水汚泥を全量

産業廃棄物として運搬処分費用に年間約１億円をかけて、市外で処分していました。 

平成２１年１０月からは、産業廃棄物として処分していた脱水汚泥を原料として肥料の製造を

行い、地域住民の方々や農家の皆さんに利用していただいています。 

 

汚泥肥料化の過程 

1 日約２５ｔの汚泥を原料として、約４ｔの肥料が製造されています。 

 

下水汚泥肥料化施設（西与賀） 

市外で処分していた汚泥を肥料に 

下水汚泥から肥料を製造 


